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23. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き

******

******

（１）ポータビリティ制度の概要について

○年金制度におけるポータビリティとは、転職等に伴い、旧制度から新制度へ年金資産を持ち運ぶ

 ことで、将来の年金受給を可能とする仕組です。

○ＤＢの中途脱退者（資格喪失時に脱退一時金の受給資格がある者）は、脱退一時金の

 受給に代えて、他の年金制度に年金資産を移換することが可能です。

▲
加
入

▲
資
格
喪
失

他の年金制度（新制度）

▲
加
入 将来の

年金受給

他の年金制度への年金資産の移換

脱退一時金の受給

選択肢Ⅱ

支給の繰下げが可能な場合は「脱退一時金の繰下げ」を含みます。

ＤＢ（旧制度）

▲
資
格
喪
失

選択肢Ⅰ
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******

******

（２）ポータビリティ（脱退一時金相当額の移換）の選択肢について

○中途脱退者が年金資産の移換先として選択できる制度は、下表のとおりです。

通算企業年金 個人型ＤＣ
＜ｉＤｅＣｏ＞

ＤＢ
厚生年金基金

企業型ＤＣ

①
再就職（する・しない）を問わず

選択できる年金制度

②
再就職先が実施している

企業年金制度

企業年金
連合会

個人 個人 事業主・基金

例えば、再就職先が企業型ＤＣを実施している場合、移換先として選択できる制度は

通算企業年金 個人型ＤＣ
＜ｉＤｅＣｏ＞ 企業型ＤＣ

資産
運用を
行う者

確定給付型
の年金制度

確定拠出型
の年金制度

＋

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

移換申出期限

脱退一時金
相当額
と

算定基礎期間

中途脱退者
の選択肢

通算企業年金
および

個人型ＤＣ
（ｉＤｅＣｏ）

の概要等

税務取扱

（３）事業主等の説明義務について

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き

○厚生労働省通知＊では、ＤＢを実施する事業主・基金（以下、「事業主等」といいます。）が

中途脱退者に説明する事項が定められています。

例えば、以下のような事項に関し説明が求められております。
＊企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について（平成30年1月11日年企発0111第1号）
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******

移換を希望しない

◆本人が脱退一時金を受取る

移換を希望する

・１年以内で再就職し、再就職先
に企業年金制度がある
(移換希望先がＤＢの場合、受換が
 できる旨規約に定めがある)

・１年以内に再就職しない
・再就職先に企業年金制度がない
(移換希望先がＤＢの場合、受換が
 できる旨規約に定めがない)

◆連合会へ移換する
◆ｉＤｅＣｏへ移換する

◆再就職先の制度へ移換する
（企業型ＤＣ、ＤＢ等）
◆連合会へ移換する
◆ｉＤｅＣｏへ移換する

◆繰下げし年金として受取る
（繰下げが可能な場合）

退職等によりＤＢ制度を資格喪失（中途脱退者に該当）

事業主等による説明・中途脱退者の意思決定

（４）移換を選択されるまでの流れについて（資格喪失～意思決定まで）

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

脱退一時金相当額の移換は、「中途脱退者」のみ可能となります。
中途脱退者とは、資格喪失者のうち脱退一時金の受給権者（＝老齢給付金の受給権を持たない者）のことをいい
ます。
※定年到達により資格喪失された方でも、加入者期間が所定の年数を満たさない場合は「中途脱退者」として判定されます。

老齢給付金の受給権がある方は中途脱退者に該当しないため、脱退一時金相当額を移換できません。

オンラインサービス上での脱退一時金相当額移換可否判定方法について、次スライドにて解説します。

●脱退一時金の定義（規約記載例）

（支給要件及び支給の方法（脱退一時金））
第●条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
一 加入者期間が３年以上２０年未満で加入者の資格を喪失したとき（死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。）。
二 ６０歳未満、かつ、加入者期間が２０年以上で、加入者の資格を喪失したとき。

（５）脱退一時金相当額の移換可否の判定について（中途脱退者の定義）

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

オンラインサービス上で移換可否をご確認いただく際は、該当の方の給付額計算＊を実施してください。
移換が可能な場合は、計算結果画面の回答票右下≪備考≫欄にその旨が記載されます。
＊給付額計算のお手続き方法については、オンラインサービス上に掲載のマニュアル第７章２「給付額計算および裁定請求書の作成
を行う」をご参照ください。

移換不可の場合は、左記文言が記載されません。
※なお、備考欄下部に「ただし加入者の資格を

 喪失してからすでに１年を経過しています。」
 と記載がある場合は、移換期限を超過してお
 り、原則、移換不可となります。

年金 太郎

（６）脱退一時金相当額の移換可否の判定について（オンラインサービス上での判定方法）

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

３．ＲＫからの移換（受理）結果の確認・移換先ＲＫへの書類提出

１．移換可否の確認

４．ＣＰＢＳへ移換指図

５．処理結果の確認

６．中途脱退者宛移換通知書類の郵送

２．移換先ＲＫへ移換申出

移換手続きにあたっては、移換元・移換先それぞれに対しお手続きが必要です。
今回は企業型ＤＣへの脱退一時金相当額の移換を例に、移換手続きの流れについて説明します。

（７）移換手続きの流れ

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き

RK（レコードキーピング）：記録関連運営管理機関
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******

「１～３」は事業主等（中途脱退者）とＲＫとの間でお手続きを実施いただきます。
「４．ＣＰＢＳへ移換指図」以降については、次スライドにて解説します。

・事業主等（もしくは中途脱退者）は、「移換申出書／移換可否決定通知書」を移換先ＲＫへ郵送。

１．移換可否の確認

２．移換先ＲＫへ移換申出

３．ＲＫからの移換（受理）結果の確認・移換先ＲＫへの書類提出

・ＲＫにて加入可否の確認を実施。移換可の場合、ＲＫから事業主等宛に「移換指示通知書」および「移換資産通知書」
が郵送されるため、事業主等にて内容を確認。
・確認結果に問題がない場合、事業主等は脱退一時金相当額の振込予定日の５営業日前までにＲＫ宛に「移換資産通
知書」を提出。

・中途脱退者は、移換先事業主から「移換申出書／移換可否決定通知書」を取り寄せ、事業主等宛に移換可否の
確認依頼を実施
・事業主等は対象者が要件＊を満たすかを確認（オンラインサービス上で給付額計算を実施）し、「移換申出書／移換可
否決定通知書」に確認結果（移換可否）を記入のうえ、中途脱退者へ連絡

＊要件：「中途脱退者に該当するか」、「申出日が移換期限（加入者資格喪失日から１年以内）を経過していないか」

（７）移換手続きの流れ

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

４．ＣＰＢＳへ移換指図
※詳細なお手続き内容については、オンラインサービス上に掲載のマニュアル第７章４「裁定決議書
（移換）を作成する」をご参照ください。

（１）中途脱退者より「裁定請求書」を受領後、オンラインサービス上で「裁定決議書（移換）」を作成。

（２）決裁者による決裁後、指図を実行。
 （指図実行後、「脱退一時期相当額決議書」「脱退一時金相当額移換通知書」が作成されます。）
 工程終了し、「指図書」をＣＰＢＳ宛送信（移換指図の実施）。

・ ＣＰＢＳでの移換手続き完了後に出力される各種帳票（「中途脱退者脱退一時金相当額移換報告書」等）にて
手続き結果を確認。

５．処理結果の確認

・ 「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書」を中途脱退者宛送付。

６．中途脱退者宛移換通知書類の郵送

（７）移換手続きの流れ

資産移換年月日の１４営業日前
までに「指図書」をＣＰＢＳ宛送信
いただく必要があります。

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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①トップページより、『給付のお手続き』を選択し、『裁定決議書作成（移換）』を押します。

******

******1

※移換先によって、表示画面は異なります。「企業型確定拠出年金」へ移換する場合

（７）移換手続きの流れ（給付額計算後、裁定決議書（移換）作成）について

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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②「裁定決議書作成（移換）」画面にて、「給付額計算結果から作成する」を選択し、受給権者番号
（加入者番号）、 「移換先」 を選択します。

******

******

受給権者番号（加入者番号）が不明の場合は、
を押し、氏名検索機能をご使用ください。

2

③『次へ』ボタンを押します。

3

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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④「給付額計算結果一覧」画面にて、表示された｢加入者氏名（カナ）｣と【裁定請求書】の氏名欄に記載
   されているお名前が一致しているか確認します。

******

******

4

⑤｢決議書｣の『作成』ボタンを押します。

5

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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⑥「裁定決議書作成【脱退一時金相当額移換決議書】」画面にて、表示された「基本項目」「受給権者項目」
 「基準給与」「移換先項目」「移換額等」等の内容を確認し、必要項目を入力します。

******

******

6

「資金移換年月日」

・脱退一時金相当額の移換を行う年月日を入力ください。
 資産移換年月日の１４営業日前までに「指図書」をＣＰＢＳ
 宛送信いただく必要があります。

・ただし、連合会への移換は移換する月（移換通知を受理した月）
の月末の最終営業日を入力ください。

「移換裁定年月日」

・裁定を行う年月日を入力ください。

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き
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******

******

6

「送金先選択」

・「送金先」を入力する場合、まずは「送金先選択」の「入力」ボタンを
押してください。
移換先と授受した「移換指示通知書」および「移換資産通知書」に
記載の送金先と一致するものがあるか確認ください。

 →一致するものがない場合のみ、「送金方法」以下の項目に移換先
  の送金情報を入力ください。

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き



16

******

******当画面に記載の注意事項および移換先から送付され
た書類を確認し、入力したうえでチェックをしてください。

6

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き



17

⑦『チェック』ボタンを押して、【処理の結果のお知らせ】を確認します。

******

******

ボタンを押し、帳票にて
確認することもできます。

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、
『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

7

7

⑧『工程変更』や『工程終了』ボタンを押し、次の工程へ進めてください。

8 工程変更

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者
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⑨『指図実行』ボタンを押して、【処理の結果のお知らせ】を確認します。

******

******

ボタンを押し、帳票にて
確認することもできます。

『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、
『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。

⑩『工程終了』ボタンを押します。指図書がCPBSへ送信されます。

工程変更

一
次
処
理
者

二
次
処
理
者

決
裁
者

9

3. 給付金請求のお手続き ②移換のお手続き

9

9



◎資料は2024年10月現在の内容で作成しています。

◎表示される画面は、ご使用のブラウザ、ご契約内容によって異なります。

◎不明な点がございましたらＣＰＢＳまでお電話でお問い合わせください。
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